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１ 事業の目的 

京都府では、京都府再生可能エネルギーの導入等の促進に関する条例（平成 27年京都府条例第

42号。以下「再エネ条例」という。）に基づき、一定規模以上の建築物を新築又は増築する場合に、

太陽光発電設備等の再生可能エネルギーを発生させるために必要な設備を一定の基準以上導入す

ることを義務付けています。 

本補助金は、その再エネ導入義務の基準に 1kW 以上上乗せして太陽光発電設備を導入する場合

に、太陽光発電設備や太陽光発電設備に付帯する蓄電池の導入費用を支援するものです。 

また、再エネ導入義務が課される以前に建築された建築物や既存の建築物についても、同様の支

援を実施します。 

 

２ 補助対象者 

本事業の補助を受けようとする者は、以下の要件を満たす必要があります。 
 

(1) 事業を行う個人又は法人（国及び地方公共団体は除く）であること 
 

(2) 以下のいずれにも該当しないこと 

ア 京都府税を滞納している者 

イ 京都府暴力団排除条例（平成 22年京都府条例第 23号）第２条第４号に掲げる暴力団員等 

ウ 再エネ条例第７条及び第７条の２に基づく再エネ設備の導入義務を履行していない者 

 

３ 補助対象事業 

     本事業の補助を受けようとする事業は、以下の要件を満たす必要があります。 
 

(1) 次のア 又は ア及びイの事業であること 

ア 京都府内※1の、延べ床面積 300㎡以上の建築物※2において、太陽光発電設備を基準量に１

kW以上上乗せして導入する事業（PPA又はリースによる導入を含む） 

     ※１ 京都市内･向日市内･京丹後市内･南丹市内に導入する場合は、本補助金をご利用いただけ
ません。各市が実施する補助金をご利用ください。 

        また、福知山市内の「脱炭素先行地域※3」に導入する場合も、本補助金をご利用いただけ
ません。同地域内で事業を検討される場合は、申請窓口又は福知山市エネルギー・環境政
策課へお問い合わせください。 

※２ 新築・増築・既存建築物のいずれの場合も含みます。 
※３ 夜久野エリア、つつじが丘団地エリア、福知山公立大学エリア、三段池公園エリア、 

長田野工業団地エリア。該当するか不明の場合は申請窓口へお問い合わせください。 
 

     ＜基準量＞ 

建築物の規模 基準量 

延べ床面積 300㎡以上 2,000㎡未満 ３万 MJ/年 

延べ床面積 2,000 ㎡以上 
延べ床面積（㎡）×30MJ/年 
ただし、上限 45万 MJ/年 

  ➡導入予定の設備が補助要件を満たすかは、「再エネ基準量・導入量算出表」により、基準量
（MJ/年）を kWに換算してご確認ください。 

 

イ アの太陽光発電設備の附帯設備として蓄電池を導入する事業 
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(2) 導入しようとする設備が、次のア～オの要件を満たすこと 

ア エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること 

イ 各種法令等に遵守した設備であること 

ウ 商用化され、導入実績があるものであること（中古設備は原則対象外） 

エ 法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効

果について J-クレジット制度への登録を行わないこと 

オ 導入する設備ごとに、国実施要領※に定める要件を満たすこと 

主な要件を下表のとおり紹介しますが、必ず国実施要領により詳細な要件をご確認くだ

さい。 

      ※国実施要領（環境省ＨＰ） 

地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業（重点対策加速化事業） 

２.交付対象事業の内容 

ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電 

（ア）太陽光発電設備（自家消費型）及び（イ）蓄電池 

 

＜主な設備要件＞ 

補助対象設備 主な設備要件と解説 

太 陽 光 発 電 

設 備 

(1) 本事業によって得られる環境価値のうち、需要家に供給を行った電

力量に紐付く環境価値を需要家に帰属させるものであること 

➡ 自家消費した分の CO2 削減量を、環境価値として他人に譲渡しない

でください。 

 

(2) 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法（平成 23 年法律第 108 号。以下「再エネ特措法」という。）に基づ

く固定価格買取制度（以下「FIT」という。）の認定又は FIP(Feed in 

Premium)制度の認定を取得しないこと 

 

(3) 電気事業法第２条第１項第５号ロに定める接続供給（自己託送）を

行わないものであること 

 ➡ 補助対象設備を用いて発電した電気を一般送配電事業者が運用す

る送配電ネットワークを介して、別の場所にある補助対象者が所有す

る建物に送電しないこと 

 

(4) 需要家の敷地内に本事業により導入する再エネ発電設備で発電して

消費する電力量を、当該再エネ発電設備で発電する電力量の 50％以上

とすること 

 ➡ 50％以上自家消費できるか試算してください。 

また、設備導入後に必要に応じて自家消費率をご報告いただく場合

があります。 

https://policies.env.go.jp/policy/roadmap/assets/grants/2-3-CDS-jisshi-yoko-ex2-juten-taisaku-taisho-yoken.pdf
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 ➡ 自家消費割合が 50%に満たない場合であっても、自家消費割合が

30%以上かつ、発電した電力の 50%以上を京都府内の需要家が消費す

る場合は、自家消費割合に係る設備要件を満たしているものとみなし

ます。 

 

(5) PPA又はリースにより設備導入する場合、PPA事業者又はリース事業

者に補助金交付しますが、交付金相当額がサービス料金から控除され

需要家に還元されること 

 ➡ サービス単価及び想定発電量等をもとに、補助金がある場合とそう

でない場合のサービス料金を比較する等により、サービス料金又はリ

ース料金から交付金相当分が控除されることがわかる書類を提出して

ください。 

 

蓄 電 池 (1) 本補助金により導入する太陽光発電設備の附帯設備として、太陽光

発電設備と同時に申請・導入するものであること 

 ➡ 蓄電池単体での申請はできません。 

 ➡ 蓄電池が補助対象であっても、同時導入する太陽光発電設備が補助

対象でない場合、いずれの設備も補助対象外となります。 

 

(2)  原則として再生可能エネルギー発電設備によって発電した電気を

蓄電するものであり、平時において充放電を繰り返すことを前提とし

た設備とすること 

 ➡ 商用電源から蓄電池への充電は行わないようにし、日常的に再生可

能エネルギー発電設備から充電した電気を利用してください。 

 

(3)  家庭用：12.5万円/kWh、業務用：11.9万円/kWh以下（いずれも工

事費込み・税抜き）の蓄電システムとなるよう努めること。 

（家庭用：4,800Ah・セル未満、業務用：4,800Ah・セル以上） 

 

 

 (3) 他の補助金・助成金等の交付を受けていないこと 

    原則、本補助金以外の補助金等（以下、他補助金）を受けている事業については、本補助金の

対象となりません。 

 ただし、市町村等がその一般財源により実施する補助事業など、併用可能な場合もありますの

で、併用可否については８．問い合わせ窓口までご相談ください。 

なお、他補助金と併用する場合の本補助金の額は、補助対象経費から他補助金の額を除いた額

を上限とします。 
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４ 補助対象経費 

   補助対象経費は、事業を行うために必要な下表に掲げる経費で、本事業で導入又は実施され

たことを証明できるものに限ります。 

 

区分 費目 細分 内容 

工事費 本工事費 

(直接工事費) 

材料費 事業を行うために直接必要な材料の購入費をいい、これ

に要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価

は、建設物価（建設物価調査会編）、積算資料（経済調査会

編）等を参考のうえ、事業の実施の時期、地域の実態及び

他事業との関連を考慮して適切な単価とする。 

労務費 本工事に直接必要な労務者に対する賃金等の人件費を

いう。この労務単価は、毎年度農林水産、国土交通の２省

が協議して決定した「公共工事設計労務単価表」を参考と

して、事業の実施の時期、地域の実態及び他事業との関連

を考慮して適切な単価とする。 

直接経費 事業を行うために直接必要とする経費であり、次の費用

をいう。 

①特許権使用料（契約に基づき使用する特許の使用料及び

派出する技術者等に要する費用） 

②水道、光熱、電力料（事業を行うために必要な電力電灯

使用料及び用水使用料） 

③機械経費（事業を行うために必要な機械の使用に要する

経費（材料費、労務費を除く。）） 

④負担金（事業を行うために必要な経費を契約、協定等に

基づき負担する経費、系統を用いて供給する事業の場合

は送配電事業者の有する系統への電源線、遮断機、計量

器、系統設備に対する工事費負担金（1.35万円/kWを上

限とする。）） 

本工事費 

(間接工事費) 

 

共通仮設費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、次の費

用をいう。 

①事業を行うために直接必要な機械器具等の運搬、移動に

要する費用 

②準備、後片付け整地等に要する費用 

③機械の設置撤去及び仮道布設現道補修等に要する費用 

④技術管理に要する費用 

⑤交通の管理、安全施設に要する費用 

現場管理費 事業を行うために直接必要な現場経費であって、労務管

理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他に要する
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費用をいう。 

一般管理費 事業を行うために直接必要な諸給与、法定福利費、修繕

維持費、事務用品費、通信交通費をいう。 

付帯工事費 本工事費に付随する直接必要な工事（補助要件に定める

柵塀に係る工事を含む。）に要する必要最小限度の範囲で、

経費の算定方法は本工事費に準じて算定すること。 

機械器具費 事業を行うために直接必要な建築用、小運搬用その他工

事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕及

び製作に要する経費をいう。 

測量及び試験費 事業を行うために直接必要な調査、測量、基本設計、実

施設計、工事監理及び試験に要する経費をいう。 

設備費 設備費 事業を行うために直接必要な設備及び機器の購入並びに

購入物の運搬、調整、据付け等に要する経費をいう。 

 

 

なお、以下に掲げる経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。 

 ・公租公課（消費税等）、官公署に支払う手数料等（印紙代等）、振込手数料等 

 ・過剰な設備、予備用の設備、本事業以外において使用することを目的としたもの 

・既存設備の撤去、移設及び処分のために要した費用（撤去等に係る一般管理費等の諸経費を含む） 

・土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用 

・本事業と直接関係のない工事に要した費用 

・設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用 

・経理処理上、補助金交付することが適さないもの 

   ＜具体例＞ 

    ・契約書（発注書、請書を含む）、納品書、請求書、振込依頼書、領収書その他証拠帳票類が不備

の場合 

    ・補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われており、補助対象経費との支払の区別が困難

な場合 

・関連会社（資本関係のある会社等）との取引の場合（利益等の排除が必要となります。） 
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５ 補助金額 

  補助金額は、設備の種類ごとに以下のとおりです。 

  なお、補助金は予算の範囲内で交付しますので、採択されても申請された金額が交付されると

は限りません。 

 

(1) 太陽光発電設備 

 

  補助金額は、次のうちいずれか金額の低いものとします。 

ア 補助率（５万円／ｋＷ） × 設備導入量（ｋＷ） 

イ 基準量に上乗せして導入する費用 

ウ 補助上限（900 万円） 

 

【補助金の計算例】 

 

 

 

 

 

 

(2) 蓄電池 

 

   補助金額は、次のうちいずれか金額の低いものとします。 

ア 補助率（１／３） × 設備導入費用（工事費込、税抜） 

イ 補助上限（蓄電容量※１ × 以下に定める蓄電池の kWh 単価※２ × １／３） 

ウ 補助上限（100 万円※３） 

   

※１ 蓄電容量については、kWh 単位で小数点第二位以下を切り捨てた値とします。 

※２ 4,800Ah・セル相当の kWh未満：14.1万円／kWh 

4,800Ah・セル相当の kWh以上：16.0万円／kWh 

※３ 災害時に地域で電力を提供する場合は、上限を 200万円に引き上げます。 

    

【補助金の計算例】 

 
設備導入量

(A) 

導入総額 

(B) 

補助額(B×1/3) 

(上限:100 万円) 

（参考）1kWh 

当たりの導入金額 

4,800Ah・セル未満 5kWh 60万円 20万円 12万円 

4,800Ah・セル以上 10kWh 150 万円 50万円 15万円 

  

導入費用(円)
Ａ

導入量(kW)
Ｂ

既設量(kW)
Ｃ

基準量(kW)
Ｄ

ア
Ｂ×５万円

イ
(A/B)×(B+C-D)

ウ
補助上限

新増築 255万円 10kW 0kW 5kW  50万円 127.5万円 900万円

既設建築物 153万円 6kW 2kW 7kW 30万円 　25.5万円 900万円

いずれか低い額

採用

採用
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６ 事業・申請の流れ 

補助金の申請や事業の流れは、補助対象事業の計画期間によって異なり、以下のとおりです。 

(1) 令和８年度に事業着手（契約締結を含む。以下同じ）し、令和９年２月末日1までに完了する場合 

令  和  ８  年  度 

事

業

の

流

れ 

   

① 交付申請 

   交付申請書に必要書類を添えて、以下期間中に申請窓口まで持参してください。 

  【交付申請受付期間】 

令和８年５月７日（木）～令和９年１月２９日（金） ＜必着＞ 

   ※交付の決定までに２～３週間程度かかりますので、お早めにご提出ください。 
 

② 交付決定 

   提出書類の確認完了後、電子メール及び郵送にて交付決定通知を送付します。 

 なお、原則、交付決定通知後に補助対象事業に着手していただく必要がありますが、やむを得な

い事由により交付決定前に契約締結又は工事着手しようとする場合は、事前着手届を提出し、知事

の承認を得てから契約締結又は工事着手してください。 

 また、交付決定後に計画の変更や中止・廃止がある場合、変更承認申請書又は報告書に必要書類

を添えて速やかに提出してください。 

 

③ 実績報告 

   事業完了後、実績報告書及び必要書類を、以下ア・イのうちいずれか早い日までに提出してくだ

さい。＜必着＞ 

  ア 補助対象工事完了日から 60日以内 

  イ 令和９年２月 26日（金）１ 

 

④ 交付額決定 

   提出書類の確認完了後、電子メール及び郵送にて額の確定通知を送付します。 

 

⑤ 補助金請求 

   交付請求書に必要事項を記入し、④の通知を受領してから１週間以内に送付してください。 

 

⑥ 補助金交付 

   請求から約１か月で、ご指定の口座に補助金をお振込みします。 

 
1 支払を含む事業完了が令和９年２月 27日（土）から令和９年３月 15日（月）までとなる場合は、事

前にご相談ください。令和９年３月 15日（月）までに実績報告を提出することを条件に受付します。 

 
１ 

交

付

申

請 

     
２ 

交

付

決

定 

４ 

交
付
額
決

定 

５ 

補
助
金
請

求 
６ 

補
助
金
交

付 

３ 

実

績

報

告 

補助対象事業 

実施 
 審査  審査 
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(2)  令和８年度に事業着手し、令和９年４月１日から令和 10年２月末日2までに完了する場合 

   （建築物の新増築工事に伴う事業など、相当長期の工期を要するものに限る） 

令和８年度 令 和 ９ 年 度 

事

業

の

流

れ 

    

① 事業計画承認申請 

   補助事業が２年度にわたる場合、初年度の事業着手前に事業計画承認申請書を提出し、知事の承

認を得てください。 

  【事業計画承認申請受付期間】 

   令和８年５月７日（木）～令和９年２月 26日（金）＜必着＞ 

   ※承認までに２～３週間程度かかりますので、お早めにご提出ください。 

 

② 事業計画承認 

   提出書類の確認完了後、電子メール及び郵送にて事業計画承認通知を送付します。 

   なお、原則、事業計画承認後に補助対象事業に着手していただく必要がありますが、やむを得な

い事由により事業計画承認前に契約締結又は工事着手しようとする場合は、事業計画承認前着手届

を提出し、知事の承認を得てください。 

  ※令和９年度に補助金を交付することを想定していますが、国や府の予算措置が前提となりますの

で、本承認は補助金の交付を保証するものではありません。 
   

 また、本承認から交付申請の間に計画の変更や中止・廃止がある場合、(1)②に準じた手続きをと

ってください。 

 

③ 交付申請 

   令和９年度の交付申請受付開始から２週間以内に交付申請を行ってください。 

   上記期日までに交付申請を行わない場合は、対象事業を廃止したものとみなしますのでご注意く

ださい。 

 

④～⑧については(1)をご参照ください。なお、実績報告提出期限は、令和９年度事業の提出期限に準ず

ることとします。（令和９年度当初に決定予定です。） 

 

2 支払を含む事業完了が令和 10年３月１日(水）から令和 10年３月 15日(水）までとなる場合は、事

前にご相談ください。令和 10年３月 15日(水）までに実績報告を提出することを条件に受付します。 

 
１ 

事
業
計
画
承
認
申
請 

     
２ 

事
業
計
画
承
認 

６ 
交
付
額
決

定 

８ 

補
助
金
交

付 

５ 

実

績

報

告 

 

 審査  審査 

  
４ 

交

付

決

定 

３ 

交

付

申

請 

 審査 

７ 

補
助
金
請

求 

契約 
締結 

補助対象 
事業実施 
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７ 提出書類チェックリスト 

申請ごとに、次の書類をご用意ください。なお、申請に当たっては、チェックリストの順番どお

り編綴の上、ご提出ください。 

(1) 交付申請及び事業計画承認申請 

 

確認事項と提出資料 

ア ☐ 事業計画承認申請書（第１号様式（第４条関係）） 

  又は交付申請書（第２号様式（第５条関係）） 

イ ☐ 交付申請書類に係るチェックリスト（本表） 

ウ ☐ 事業計画書（要領別紙２） 

エ ☐ 申請者の氏名・所在地が分かる次のいずれかの資料 

☐ 現在事項又は履歴事項証明書（コピー可、発行後３か月以内） 

☐ 申請者の住民票の写し（個人事業主の場合）（コピー可、発行後３か月以内） 

オ ☐ 建物の用途別床面積及び所有者が分かる次のいずれかの資料 

☐ 受付印のある建築確認申請書の副本の写し 

☐ 登記事項証明書（コピー可、発行後３か月以内） 

☐ 上記書類に代わるもの（           ） 

カ ☐ 設備の設置所在地が特定できる資料 

☐ 付近見取図 

キ ☐ 補助対象経費の根拠となる次のいずれかの書類 

☐ 見積書 

☐ 上記書類に代わるもの（           ） 

ク ☐ 補助対象設備が要件に合致することが分かる資料 

（型番や設備容量等が確認できる仕様書やカタログ等） 

 ☐ 太陽光パネル（☐型式 ☐設備容量） 

 ☐ 蓄電池（☐型式 ☐設備容量） 

ケ ☐ 再生可能エネルギー算出表及びその内容が確認できる次の全ての資料 

☐ 再エネ導入基準量・導入量算出表又は算出表に代わるもの（       ） 

☐ 設置図（平面図等） 

コ ☐ 補助対象設備の工事期間が判別できる次のいずれかの資料 

☐ 予定工程表（※複数年度工事の場合、年度ごとの内容が確認できること） 

☐ 上記書類に代わるもの（           ） 

サ ☐ 府税に滞納がないことの証明書 

シ ☐ 口座振替依頼書 

4,800Ah・セル未満の蓄電池設置事業を申請する場合 

ス ☐ 蓄電池のパッケージ型番が、一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）に

登録されていることが分かる書類 

申請者又は対象設備使用者、設置場所所有者のいずれかが異なる場合 

セ ☐ 京都府太陽光発電等導入促進事業補助金に係る設置施設に関する同意書（要領

別紙２ 別添） 

ＰＰＡ又はリースの場合 

ソ ☐ サービス料金又はリース料金から交付金額相当分又はその一部が控除されるこ

とがわかる書類 

交付申請日又は事業開始承認申請日から 30日以内に工事着手予定の場合 

タ ☐ 事前着手届又は事業計画承認前着手届（要領別紙１） 
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(2) 変更承認申請 

 

 

(3) 実績報告 

 

確認事項と提出書類 

ア ☐ 変更承認申請書（第３号様式（第６条関係）） 

イ ☐ 変更交付申請書類に係るチェックリスト（本表） 

ウ ☐ 事業計画書（要領別紙２） 

（事業計画書の内容に変更がある場合） 

エ ☐ 交付申請時から変更内容を証明する書類 

 （交付申請書類に係るチェックリストを参考に、変更内容に応じた資料を添付し

てください。） 

 

 

補助対象設備 確認事項と提出資料 

共通 ア ☐ 実績報告書（第６号様式（第 10条関係） 

イ ☐ 実績報告書類に係るチェックリスト（本表） 

ウ ☐ 事業実施報告書（要領別紙２） 

エ ☐ 契約書の写し 

オ ☐ 契約先に補助対象経費を支払ったことが分かる次のいずれかの書類 

☐ 領収書等の写し 

☐ 上記書類に代わるもの（          ） 

カ ☐ 補助対象設備ごとの金額（工事費含む、税抜）が分かる次のいずれかの

書類 

☐ 請負代金内訳書 

☐ 上記書類に代わるもの（          ） 

キ ☐ 設置した補助対象設備の型番、数量が分かる次のいずれかの書類 

☐ 保証書、納品書又は出荷証明書 

☐ 上記書類に代わるもの（          ） 

ク ☐ 電力系統への連系内容が分かる次のいずれかの書類 

☐ 送配電会社への接続検討申込書及び系統連系申込書（加えて、余剰電

力を FIT/FIP 制度を利用せず売電する場合は、売電契約書） 

☐ 上記書類に代わるもの（          ） 

☐ 補助対象設備の設置場所又は設置位置が交付申請時から変更した場合 

ケ ☐ 設置図（平面図等） 

☐ PPA 又はリースの場合 

コ ☐ 法定耐用年数期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明

できる次のいずれかの書類 

☐ 事業者との契約書（メンテナンス項目がある） 

☐ 上記書類に代わるもの（           ） 

太陽光発電

設備 

サ ☐ 設備の全体及び銘板（仕様）が確認できる写真 

☐ 「全ての太陽電池モジュール」の設置後の写真（カラー） 

☐ 「パワーコンディショナー」の設置後の写真（カラー） 

蓄電池 シ ☐ 設備の全体及び銘板（仕様）が確認できる写真 

☐「蓄電池本体」「パワーコンディショナー」「ＤＣ／ＤＣコンバータ」

の設置後の写真（カラー） 

☐ 災害時に地域で電力を提供する場合 

ス ☐ 地域との連携協定等に関する資料もしくはそれを証する書類（写し） 
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８ 申請・問い合わせ窓口 

  京都府総合政策環境部脱炭素社会推進課エネルギー政策係 

  受付時間：平日 ９時００分～１２時００分 

         １３時００分～１７時００分 

所在地：〒６０２－８５７０ 

 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町 

  電 話：０７５－４１４－４２９８ 

  ＦＡＸ：０７５－４１４－４７０５ 

  E-mail：datsutanso@pref.kyoto.lg.jp 

 

 

９ Ｑ＆Ａ 

 

(1) 補助対象設備の契約 

 Ｑ１ いつ以降に工事請負契約をしたものが対象となりますか。 

 Ａ１ 原則、交付決定日以降に工事請負契約を締結したものが対象となります。ただし、新築・増築

する建築物において補助対象事業を実施する場合で、建築物新増築工事と補助対象設備設置工事

とを一体で契約するために契約から事業完了が２年度にわたる場合は、事業計画承認申請をして

いただき、承認を受けた日以降に工事請負契約を締結したものが対象となります。 

 

Ｑ２ 本補助事業開始前に、建築物新増築の契約を締結しました。本補助事業開始を受けて、補助対

象設備を追加する変更契約をしようと考えていますが、補助対象となりますか。 

Ａ２ 補助対象事業を含む契約を交付決定（又は事業計画承認）以降に締結する必要がありますので、

補助対象設備を追加する変更契約の締結前に交付申請（又は事業計画承認申請）の手続きをとる

必要があります。 

 

(2) 交付申請書の提出 

 Ｑ３ 新築する建築物の工事期間が２年あり、補助対象設備の工事は来年に予定しています。どのタ

イミングで交付申請すれば良いですか。 

 Ａ３ 建築物新増築工事と補助対象設備設置工事とを一体で契約する場合、当該工事請負契約締結前

に事業計画承認申請をし、承認を受けてください。事業計画承認は交付を保証するものではあり

ませんので、その後、翌年度の交付申請受付開始後２週間以内に交付申請書を提出してください。

なお、翌年度に交付決定を受けることができなかった場合、補助金交付を受けられないことによ

って生じるいかなる損害・損失について、府は何ら責任を負うものではありません。 

また、交付決定した事業については、原則交付決定年度内に事業完了し補助金の交付を受ける必

要があります。 

    建築物新増築工事と補助対象設備設置工事とを分けて契約する場合は、補助対象設備設置工事

の契約締結前に交付申請してください。 

mailto:datsutanso@pref.kyoto.lg.jp
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Ｑ４ 事前申請であることを知りませんでした。 

Ａ４ 交付決定日又は事業計画承認日以降に工事請負契約を締結したものが対象となりますので、工

事請負契約の締結後の申請はできません。 

 

Ｑ５ いつから補助対象設備の工事を開始できますか。 

Ａ５ 補助対象設備の工事は、交付申請書又は事業計画承認申請書を提出し、交付決定又は事業計画

承認を受けてから開始してください。交付申請から交付決定までの期間又は事業計画承認申請か

ら事業計画承認までの期間に補助対象設備の工事を開始したい場合には、交付申請又は事業計画

承認申請時に事前着手届又は事業計画承認前着手届をご提出ください（事前着手届や事業計画承

認前着手届は、交付を保証するものではありません。）。 

   なお、事業計画承認の翌年度当初について、国から京都府への交付内示があるまでの期間にお

いては、既に事業開始承認を受けている２年度事業についても着手が認められません。当該期間

に事業実施されていることが確認された場合は補助対象外となりますのでご注意ください。国か

ら府への交付内示は、通常４月中となります。 

 

Ｑ６ 先着順など、申請の受付順序に優劣はありますか。 

Ａ６ 申請窓口に交付申請書が提出された順に受付を行い、予算額に達した時点で受付を終了します。

ただし、「交付申請書の受理」には「提出書類の添付書類がすべて揃っている」ことが必要です。

提出書類に不足がある場合は、適切な申請書を提出された方を優先し、補助金の交付を行うこと

になります。 

 

(3) 補助対象設備の要件 

Ｑ７ PPA（初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入する方式）は補助対象ですか。 

Ａ７ PPA は当補助事業の対象です。本補助金の要綱を確認し、設備を設置する建築物の所有者の同

意を得たうえで申請を行ってください。 

 

Ｑ８ 太陽光発電設備及び蓄電池の要件はありますか。 

Ａ８ 太陽光発電設備、蓄電池それぞれに設備設置の要件、性能基準に関する要件等がありますので

環境省の地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領 別紙２を御確認下さい。 

 

Ｑ９ 既存の延べ床面積 300 ㎡以上の建物に太陽光発電設備を新設する場合は、補助対象となりますか。 

Ａ９ 既存の延べ床面積 300㎡以上の建物の場合にも、本要綱に定める基準量を１kW以上超えて太陽

光発電設備を導入する場合には対象となります。 

   なお、延床面積は建物１棟当たりで判断し、敷地内の複数の建物の延床面積を合算することは

できません。 
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Ｑ10 導入する太陽光発電設備が基準量と同等であり補助対象外になる場合でも、蓄電池は補助対象

となりますか。 

Ａ10 太陽光発電設備が補助対象外となる場合は、蓄電池も補助対象外です。 

 

Ｑ11 太陽光発電設備で発電した電力を、定められた割合以上消費することができません。 

Ａ11 補助金対象設備で発電した電力を、自家消費率 30%以上かつ府内消費率 50%以上とすることが

できない場合には補助対象外となります。年間の想定発電量及び自家消費量については、専門業

者に依頼するなどにより試算したうえで、事業計画書（要領別紙２）をご提出ください。 

 

Ｑ12 既に太陽光発電設備を設置している建築物に、追加で太陽光発電設備を設置する場合にも対象

となりますか。 

Ａ12 既設の太陽光発電設備と今回設置する太陽光発電設備を合わせた容量が、本要綱に定める基準

量を１kW以上超える場合には、対象となります。なお、既設の太陽光発電設備も含めた全ての太

陽光発電設備で発電される電力に対し、定める割合以上自家消費していただく必要があります。 

   なお、既存の太陽光発電設備が FIT認定を受けている場合は、既存設備と別系統で増設される

設備のみが補助対象となります。 

 

Ｑ13 京都府外に本社がある企業ですが、京都府内に所有する事務所に太陽光発電設備を導入する場

合、補助金の申請は可能ですか。 

Ａ13 申請者の住所が京都府外であっても、京都府内の延べ床面積 300㎡以上の建物に、本要綱に定

める基準量を１kW以上超えて太陽光発電設備を導入する場合には対象となります。 

   なお、京都市・向日市・京丹後市・南丹市の区域内及び福知山市の一部の地域（脱炭素先行地

域）については、本補助金ではなく、各市が実施する補助金をご活用ください。 

 

Ｑ14 複数年にわたる事業実施はどのような場合に認められますか。 

Ａ14 複数年度にわたる事業実施が認められるのは、補助対象事業の契約※～完成について複数年度

必要な長期の工期を要することが合理的と認められる場合に限られます。 

複数年度必要な長期の工期を要することが合理的と認められる場合とは、建物の新増築工事と

補助対象設備の設置工事を一体で契約する場合や、機器納品に６ヶ月以上の長期の期間を要する

場合であって、補助対象事業の契約～完成に１年以上要する場合を指します。 

なお、交付対象事業とは別に契約する交付対象外事業（屋根塗装工事や建物修繕工事など）を

含めると１年以上要する場合については、２箇年事業とは認められません。 

また、補助対象事業の工事は年度を跨ぐことはできませんのでご注意ください。（予算の都合

上、各年度の出来高払は実施せず、完成年度においてのみ支払をします。） 

※PPAの場合の契約とは、工事請負契約又は電力需給契約のいずれか早い方を指します。 
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Ｑ15 他の補助金との併用は可能ですか。 

Ａ15 原則、他の補助金を活用して実施する事業は補助対象外となります。ただし、市町村等がその

一般財源により実施する補助事業など併用可能な場合がありますので、併用を検討されている場

合は窓口までご相談ください。 

 

(4) 変更承認申請書の提出 

Ｑ16 どういった場合に変更承認申請が必要となりますか。 

Ａ16 事業実施場所の変更や補助対象設備の大幅な変更、その他計画内容の大幅な変更がある場合に

は、変更承認申請が必要です。それ以外の変更は、実績報告書の「６ 交付申請時から実績報告

までの間に、変更申請の不要な範囲で申請内容を変更した場合は、その内容」記載欄に変更内容

を記載してください。 

変更承認申請が必要な

変更例 

・太陽光発電設備の容量変更 

・延べ床面積の変更 

・導入製品の変更 

変更承認申請が不要な

変更例 

・実績報告書受付期間内の工事完了日の変更 

・申請者の法人代表者や所在地の変更 

 

(5) 実績報告書の提出 

Ｑ17 実績報告書の提出が期限に間に合いません。 

Ａ17 実績報告書が期限内に提出できない場合、補助金をお支払いできません。やむを得ない事情に

よる工事の遅れ等により実績報告期限内の事業完了が困難な場合は別途ご相談ください。 

 

Ｑ18 補助事業の完了には、通電まで必要ですか。 

Ａ18 通常は、系統連係の運転開始（＝委託・請負等した設備が稼働し、電力の供給ができる状態）

になってから、設備の引き渡しや支払いが行われると考えられますので、連系運転開始の後の引

き渡し・支払い完了をもって事業完了となります。 

ただし、電力会社に連系手続きの申し込みをした上で、連系手続きに時間を要することを電力

会社との協議資料などで確認できる場合などは、現地施工完了後に引き渡し・支払いが完了して

いれば、事業が完了したものとして発電開始は後となっても差し支えありません。 

なお、施工業者への支払いの条件が契約書等で発電開始後となっている場合など、支払が完了

していないものについては事業完了とすることはできません。 

また、事業完了より発電開始が遅れる場合においては、発電開始時期を申請窓口へ実績報告時

に伝えるとともに、後日発電開始した際にも報告してください。 

さらに、PPA による導入事業の事業完了には、上記に加え、交付申請者である PPA 事業者と需

要家との PPA契約が締結されていることが必要です。 
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10 様式記載例 

 

(1) 事業計画書 

別紙２（要領第８条第１号関係）

申請者 住所 京都府○○市△△町１丁目１番地１

氏名 株式会社○○○○
代表取締役　京都　太郎

１　補助対象設備の設置場所所在地（施設等名称）及び設置場所所有者名

設置場所所在地（施設等名称） 設置場所所有者名

※申請者と補助対象設備使用者や設置場所所有者が異なる場合は、申請同意書を添付してください。

２　設置予定の補助対象設備の内容

⑴	　太陽光発電設備

再エネ導入義務の基準を満たす太陽電池モジュール …Ⓐ

の最大出力 ※１

(既存建築物の場合）現在設置済みの太陽電池モ …Ⓑ

ジュールの最大出力

設置予定の太陽電池モジュールの最大出力 …Ⓒ

設置予定の太陽光発電設備の発電出力※２ …Ⓓ
※１　最大出力：太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく公称最大出力の合計値

※２　発電出力：最大出力とパワーコンディショナーの定格出力のいずれか低い値(小数点以下切り捨て)

⑵	　蓄電池

蓄電容量※ …Ⓔ
※　小数点第二位以下切り捨て

３　設置予定の補助対象設備に掛かる費用（消費税及び地方消費税相当額除く）

太陽光発電設備 …Ⓕ

蓄電地 …Ⓖ

４　他補助金の受入状況

補助対象経費に対して、他の補助金等の交付を受けることが決定している又は

受けた場合（受けていない場合は空白で構いません）

⑴　太陽光発電設備

補助金等の名称

（複数ある場合は全て）

ア 他補助金額 …Ⓗ

イ Ⓕ－Ⓗ …Ⓘ

⑵　蓄電池

補助金等の名称

（複数ある場合は全て）

ア 他補助金額 …Ⓙ

イ Ⓖ－Ⓙ …Ⓚ

kW13.5

京都府○○市△△町２丁目２番地２
太陽　花子

〒602‐0000

3,375,000

1,680,000

kW

kW

京都府太陽光発電等導入促進事業補助金事業計画書
（特定建築主等再エネ導入促進事業）

円

0

2.5

円

kWh12.0

円

3,375,000 円

1,680,000 円

13 kW

種別 4800Ah・セル未満（家庭用）

円

交付申請書等の住所・氏名と一致

・算出表の基準量と一致

・小数点第２位以下は切り捨て

既に太陽光発電設備を設置して

いる場合は記載

蓄電池の種別について、

プルダウンで選択

原則、他の補助金との併用は

できません。事前にご相談い

ただき、認められた場合のみ

記載してください。

自動計算になっています

が、計算に誤りがないか

必ずご確認ください。

登記事項証明書の住所・所有者と一致

整数で記載

（小数点以下端数切捨
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５　交付申請額（千円未満切捨て）

⑴　太陽光発電設備

ア 補助率：Ⓓ×5万円 …Ⓛ

イ 上乗せ分の設置費用：(Ⓘ÷Ⓒ)×(Ⓒ+Ⓑ-Ⓐ) …Ⓜ

ウ 申請額（Ⓛ、Ⓜ、900万円のいずれか低い額） …Ⓝ

⑵　蓄電池

ア 補助率：Ⓚ×１／３（千円未満切捨て） …Ⓞ

イ 申請額（Ⓝ+Ⓟ）(ⓞ、14.1万円/kWh×1/3、100万円※の低い額) …Ⓟ
※災害時に地域で電力を提供する場合は200万円

⑶　合計

申請額（Ⓝ+Ⓟ）

６　補助事業により導入する再生可能エネルギーの自家消費見込

年間の想定発電量（kWh）　　・・・①

年間の想定自家消費量（kWh）・・・② ≧30%

年間の想定府内消費量（kWh）・・・③ ※②を除く

年間の府内消費率（（②＋③）÷①） ≧50%

７　補助対象設備の工事請負契約締結、工事着手及び完了の予定日

工事請負契約締結予定日

工事完了予定日

支払完了予定日　

８　誓約事項

次の事項について相違ないことを誓約します。

⑴　導入設備を、各種法令等に適合して設置すること

⑵　電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法（平成

23年法律第108号）に基づく固定価格買取制度（FIT）の認定又はFIP(Feed in 

Premium)制度の認定を取得しないこと

⑶　補助事業により導入した設備による発電量の30％以上を設置場所における

消費電力の一部として使用（自家消費）するとともに、自家消費を含め発電量

の50%以上を府内で消費すること。

⑷　補助対象設備の使用状況について、京都府から実績報告の要請があった場合

には、発電実績等を提出すること

⑸　（事業計画承認申請の場合）本申請を以て翌年度以降の交付決定を保証する

ものではなく、翌年度の交付申請において、交付決定がなされなかった場合

でも異議を申し立てないこと

⑹　再生可能エネルギー発電設備等の普及促進を図るために本府が実施する

広報活動などの取組に協力すること

⑺　PPA又はリース事業者による申請の場合、交付金額相当分をサービス料金又は

リース料金から控除し、補助事業により導入する設備について法定耐用年数期間

満了まで継続的に使用するために必要な措置を講ずること

⑻　蓄電池について申請する場合、次の価格以下のシステムとなるよう努めること。

（家庭用：12.5万円/kWh、業務用：11.9万円/kWh以内）

15

日

1

28令和

令和

8

9 日

12

年

年

560,000 円

560,000

月

月

15,000

10,000

6

％

650,000 円

円650,000

2,750,000

円

円

kWh

kWh

15 日月8令和 年

73

1,210,000 円

1,000 kWh

府内消費率が50%以上

③がある場合、消費の方

法について資料をもって

説明してください。

契約締結予定日が、交付申請又は事業開始

承認申請から30日以内の場合には、事前着

手届又は事業開始承認前着手届を提出して

ください。

工事完了予定日及び支払完了予定日につい

ては、原則令和９年２月26日まで

ただし、事業開始承認を申請する場合は令

和10年２月29日まで

自家消費率が30%以上

この金額と交付申請書

の「交付申請額」が一

致します。
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９　申請者等の情報

⑴　申請者の情報

※　申請者が個人の場合は、電話番号とメールアドレスのみ記載してください。

※　申請者が事業者の場合は、担当者を２名記載してください。

⑵　補助対象設備使用者の情報

※　申請者がPPA事業者又はリース事業者の場合で、補助対象設備の使用者が

申請者と異なる場合は、補助対象設備使用者の情報を記載してください。

※　補助対象設備使用者が個人の場合は、「担当部署」の「担当者氏名」「住

所」「電話番号」「メールアドレス」を記載してください。

⑶　設置場所所有者の情報

※　設置場所所有者が、申請者・補助対象設備使用者とも異なる場合は、設置場

所所有者の情報を記載してください。

※　設置場所所有者が個人の場合は、「担当部署」の「担当者氏名」「住所」

「電話番号」「メールアドレス」を記載してください。

メールアドレス

電話番号

住所 XXX-XXX-XXXX

部署名・役職名

氏名

法人名称

署

署 電話番号

メールアドレス

部署名・役職名

担当者氏名

住所

担当者氏名

担

当

部

メールアドレス

所在地

電話番号

部

太陽　花子

氏名

氏名

部署名・役職名

法人名称

職名

担

表

氏名

者

者

代

xxxxx@xxx.xx.xx

職名代

署

部署名・役職名

メールアドレス

部

当

表

京都府○○市△△町２丁目２番地２

担

当

申請者がPPA事業者又はリース事業者の場合のみ記載

設置場所所有者が申請者や補助対象設備使用者と異なる場合のみ記
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(2) 申請同意書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（要領第８条第１号関係　別添）

　

年　　月　　日

（宛先）　京都府知事

申請者 住所 京都府○○市△△町１丁目１番地１

氏名 株式会社○○○○

代表取締役　京都　太郎

次の同意事項の内容に同意し、申請内容に間違いがないことを確認しています。

【同意事項】

１　PPA事業者又はリース事業者による申請の場合、補助金は申請者に交付されますが、

申請者が対象設備使用者から領収する電力販売における電力使用料又はリース料の算定

に当たり、同使用料から補助金相当額分を減額することを要します。

２　申請者及び補助対象設備使用者が、補助金交付後取得財産を処分しようとするときは、

申請者はあらかじめ知事の承認を得る必要があります。また、知事の承認を得て処分し

た場合、申請者に対して、補助金の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずることが

あります。

京都府太陽光発電等導入促進事業補助金事業計画書
（特定建築主等再エネ導入促進事業）

区分 法人名（名称及び代表者の職・氏名）又は氏名

株式会社　○○○○
　　代表取締役　京都太郎

申請者

太陽　花子

補助対象設備使用者
（PPA又はリースの場合の補
助対象設備による発電電力の
使用者）

設置場所所有者
（申請者又は対象設備使用者
と異なる場合）

それぞれ自署又は記名押印してください。

丸印

印

PPA又はリースによる設備導入の場合

は当該PPA事業者又はリース事業者

PPA又はリースによる設備導入の場

合は、補助対象設備による発電電力

の使用者

補助対象設備の設置場所の所有者が

申請者・補助対象設備使用者と異な

る場合に記載
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(3) 事業実施報告書 

 

（要領第８条第２号関係）

　

申請者 住所 住所 京都府○○市△△町１丁目１番地１

氏名 氏名 株式会社○○○○

代表取締役　京都　太郎

１　補助対象設備の内容

⑴	　太陽光発電設備

再エネ導入義務の基準を満たす太陽電池モジュール …Ⓐ

の発電出力 ※１

(既存建築物の場合）既設の太陽電池モジュールの …Ⓑ

発電出力

設置した太陽電池モジュールの発電出力 …Ⓒ

設置した太陽光発電設備の発電出力※２ …Ⓓ
※１　最大出力：太陽電池モジュールの日本産業規格等に基づく公称最大出力の合計値

※２　発電出力：最大出力とパワーコンディショナーの定格出力のいずれか低い値(小数点以下切り捨て)

⑵	　蓄電池

蓄電容量 …Ⓔ
※　小数点第二位以下を切り捨て

２　設置した対象設備に掛かった費用（消費税及び地方消費税相当額除く）

太陽光発電設備 …Ⓕ

蓄電地 …Ⓖ

※費用の内訳は別添のとおり

３　他補助金の受入状況

補助対象経費に対して、他の補助金等の交付を受けることが決定している又は

受けた場合（該当がない場合は空白で構いません）

⑴　太陽光発電設備

補助金等の名称

（複数ある場合は全て）

ア 他補助金額 …Ⓗ

イ Ⓕ－Ⓗ …Ⓘ

⑵　蓄電池

補助金等の名称

（複数ある場合は全て）

ア 他補助金額 …Ⓙ

イ Ⓖ－Ⓙ …Ⓚ

○○補助金

3,750,000 円

0 円

1,680,000 円

3,750,000 円

1,680,000 円

0 円

15 kW

種別 4800Ah・セル未満（家庭用）

12.0 kWh

15.0 kW

京都府太陽光発電等導入促進事業補助金事業実施報告書
（特定建築主等再エネ導入促進事業）

2.5 kW

0 kW

・別紙に記載の工事費・設備費の合計額と一
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４　実績報告額（千円未満切捨て）

⑴　太陽光発電設備

ア 補助率：Ⓓ×5万円 …Ⓛ

イ 上乗せ分の設置費用：(Ⓘ÷Ⓒ)×(Ⓒ+Ⓑ-Ⓐ) …Ⓜ

ウ 申請額（Ⓛ、Ⓜ、900万円のいずれか低い額） …Ⓝ

⑵　蓄電池

ア 補助率：Ⓚ×１／３（千円未満切捨て） …Ⓞ

イ 申請額（Ⓝ+Ⓟ）(ⓞ、14.1万円/kWh×1/3、100万円※の低い額) …Ⓟ
※災害時に地域で電力を提供する場合は200万円

⑶　合計

申請額（Ⓝ+Ⓟ）

５　補助対象設備の工事着手及び完了日

工事請負契約締結日

工事完了日

支払完了日

６　交付申請時から実績報告までの間に、変更申請の不要な範囲で申請内容を

　変更した場合は、その内容

日

実績報告期限の範囲内での工事期間の延長

令和 9 年 2 月 1

日

令和 9 年 1 月 15 日

令和 8 年 10 月 15

560,000 円

560,000 円

1,310,000 円

750,000 円

3,125,000 円

750,000 円

「交付申請書類に係るチェックリスト」を

参考に、必要に応じて変更内容を証明する

書類を添付してください。


